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一

請

家

の

手。

弊

度

産

官。

A 

木

芳

之

助

世
界
各
闘
に
於
け
る
家
康
思
想
は
如
何
に

L
て
畿
脱
し
来
た
れ
る
か
、
此
の
家
産
思
想
を
賞
現
せ
る
各
国
の
家

産
制
度
は
如
何
な
る
形
腿
を
採
っ

τゐ
る
か
、
叉
斯
制
度
は
如
何
な
る
放
川
県
を
奉
げ
た
る
か
に
就
て
は
既
に
之
を

考
究
せ
る
所
な
る
が
、
互
に
進
ん
で
期
制
度
が
園
民
経
済
上
並
に
刷
品
目
上
に
及
ぼ
す
利
害
得
失
に
つ
い
て
、
考
袋

す
る
で
あ
ら
う
。

諸
団
闘
の
家
産
制
度
は
某

ω目
的
よ
り
し
て
之
を
三
輔
鋲
に
分
類
す
る
こ
Z
が
出
来
る
。
却
も
第
一
の
も
の
は
北

米
合
衆
凶
の
・
減
産
法
に

ιて
閥
拓
植
民
を
目
的
ピ
す
る
色
の
で
あ
っ

τ、
第
二
の
也
の
は
北
米
各
州
の
家
産
法
及

ぴ
共
他
は
川
聞
各
岡
山
り
家
産
法
に
し
て
、
主
主
し
て
在
来

ω中
小
農
民
、
枕
巾
自
作
農
の
維
持
及
び
其
の
家
産
生
活

の
安
田
を
闘
る
も
の
で
あ
る
o

第
一
一
一
の
も
の
は
一
九
二

O
年
の
濁
逸
家
産
法
に
し
て
、
之
は
全
国
的
な
る
大
規
模

の
自
作
農
創
定
事
業
(
園
内
植
民
)
正
闘
櫛
せ
る
も
の
で
あ
っ
て

新
に
剣
定
吉
れ
た
自
作
農
を
維
持
せ
ん
ご
す
る

も
の
で
あ
る
o

第
一
の
家
違
法
は
段
通
の
如
(
、
他
民
政
策
に
闘
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
極
め
て
低
廉
な
る
債
格

を
以
て
異
質
の
移
住
者
に
国
有
地
を
交
付
し
、
移
民
者
の
従
前
の
負
債
の
た
め
、
交
付
地
が
差
押
へ
ら
る
、
を
禁

組問論議、第二卜一審豆説、五雄、究班畢開。1) 



宇
る
も
の
で
あ
っ
て
、

か
、
る
制
度
が
植
民
地
土
地
政
策
上
有
盆
な
る
は
極
陸
て
明
白
な
る
を
以
て
、
是
れ
以
上

言
及
す
る
を
止
め
、
滋
に
は
第
二
和
及
び
第
三
和
の
家
産
制
度
仁
就
て
論
争
る
で
あ
ら
う

Q

併
し
此
の
雨
者
を
別

々
に
取
扱
ふ
は
主

t
tて
便
宜
上
に
出
で
た
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
此
等
の
雨
制
度
が
全
然
異
な
る
作
用
を
及
ぼ

す
も

ω正
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
め
る
。
唯
一
九
二

O
年
の
濁
逸
家
康
法
は
従
来
の
第
二
稲
の
制
度
仁
比

L

て
・
多
少
回
調
れ
る
特
徴
を
有
す
る
を
以
て
蕊
仁
別
仰
に
取
扱
ふ
ま
で
、
ゐ
る
。

先
づ
第
二
穂
の
家
産
制
度
・
印
ち
在
来
の
自
作
農
の
維
持
並
に
共
の
家
族
生
活
の
安
岡
を
闘
る
も
の
に
就

τ、

其
の
利
弊
を
概
括
的
に
論
及
す
る
で
あ
ら
う
。

り
此
純
の
家
庭
制
度
は
、
第
一
に
、
差
抑
を
見
除
き
る
、
生
活
の
最
小
限
度
を
保
鐙
L
、
此
の
経
済
的
根
祇
仁

於
て
健
全
な
る
家
族
生
活
に
謝
す
る
保
障
会
興
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
卸
も
家
庭
制
度
は
家
長
の
尉
産
蕗
分
檎
を
拘

来
し
て
、
妻
及
び
小
供
仁
安
全
な
る
避
難
所
伝
奥
へ
、

一
家
の
不
幸
叉
は
無
思
慮
な
る
家
長
の
放
蕩
に
依
て
、
家

族
生
活
の
根
抵
た
る
住
家
並
仁
一
定
の
土
地
が
破
壊
さ
る
〉
ぜ
防
止

L
、
以
て
家
族
生
活

ω安
定
並
に
平
和
を
興

三
子
女
の
致
育
を
容
易
な
ら

L
む
る
も
の
で
あ
る
山
恩
ふ
に
斯
制
度
は
家
族
の
幸
輔
の
た
め
に
、
家
長
の
財
産

世
陣
分
権
を
拘
束
せ
ん
正
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
主
義
よ
h
夏
仁
一
歩
を
進
め
て
枇
曾
政
策
を
一
家
内
に
於

τ行
は
ん
ご
す
る
も
の

Z
解
せ
ら
れ
る
o

コ
b
y

ユ
ク

1
は
日
〈
、
自
然
法
仁
依
っ
て
特
樺
づ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
債
権

論

叢

家
産
制
度
目
利
勝

第
二
十
二
審

(
第
一
一
拙
一
穴
三
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叢

家
産
制
度
目
利
持

第
二
十
二
巻

「
第
一
山
田
一
六
凹
)

一
六
四

者
が
あ
る
世
帯
を
正
蛍
に
指
摘
し
得
る
も
の
で
ゐ
る
。
此
の
特
樺
は
何
等
の
法
典
に
も
規
定
さ
れ
た
る
も
の
で
は
な

い
が
併
し
自
明
的
の
も
の
で
ゐ
る
。
此
の
債
権
者
は
郎
も
家
族
で
あ
る
o

家
父
は
結
川
知
並
に
出
産
の
事
貨
に
依

h
、
立
(
の
妻
H
A
ぴ
子
供
に
劃
し
て
一
脚
謹
な
る
債
務
を
負
ふ
。
而
し
て
此
の
債
務
は
艇
先
的
に
腿
行
き
る
ぺ
き
で
め

る
。
蓋
し
之
は
血
族
債
務
た
る
か
ら
で
ゐ
る
。
家
長
は
子
女
を
扶
養
L
教
育
す
る
義
務
を
負
ふ
。
而
し

τ法
律
は

家
日
比
じ
此
山
義
務
を
誠
す
る
を
以
一
1
、
法
律
は
家
長
を

L
て
此
の
枇
品
目
的
使
命
を
川
市
た
苫
し
む
日
、
き
手
段
を
及
ぶ

限
b
山
間
ム
ぺ
き
で
あ
る
ぜ
。
削
も
家
長

ω柏
崎
す
ぺ
き
第
一
の
義
務
は
家
族
を
扶
養
し
、
子
女
を
充
分
に
品
訓
育
す
る

に
在
る
が
故
に
、
債
植
者
に
よ
っ
て
差
押
へ
ら
れ

F
る
家
庭
を
設
定
し
、
以
て
家
長
を
し
て
此
の
義
務
の
履
行
を

容
易
な
ら
し
な
る
の
便
宜
を
家
長
に
奥
ふ
ぺ

L
t
一
疋
ふ
に
在
る
o

此
の
意
義
に
於
て
家
康
制
度
は
家
朕
生
活
を
安

聞
な
ら
し
む
る
の
利
貼
が
あ
る
。

げ
い
家
産
制
度
は
家
族
制
度
を
維
持
存
続
せ
し
む
る
利
紡
が
あ
る
o

家
産
は
住
家
並
に
一
定
の
土
地
を
一
家
に
結

合
せ
し
む
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
家
族
制
度
が
懐

τ立
つ
所
の
財
産
的
基
礎
を
賦
奥
寸
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に

今
日
に
於
て
は
此
の
財
産
的
基
礎
も
極
出
て
薄
弱
な
る
も
の
さ
な
っ
て
ゐ
る
。
思
ふ
に
偽
蘭
西
革
命
以
来
、
近
世

の
な
有
財
産
制
度
は
農
地
に
も
行
は
る
、
に
至
ム
リ
土
地
は
自
由
に
資
寅
吉
れ
得
る
商
品
己
な
る
に
至
っ
た
o

4
y
、
ρ

ル
デ
ン
ペ
ペ
グ
の
立
法
は
、
普
魯
西
に
於
け
る
傾
主
並
に
農
奴
に
謝
す
る
土
地
所
有
棋
の
封
建
的
拘
束

を
臨
制
止
す
る
に
至
っ
た
。
土
地
に
附
着
せ
る
古
来
の
植
利
並
に
給
付
義
務
は
貨
幣
痕
値
に
特
化
す
る
に
至
っ
た
。

-"巳
タ

Comiquet， Lc fIome5te'lC1. p. 80. (Zit. Jowanowitsch， Die IIcirnsしitte.
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土
地
所
有
機
を
古
代
の
村
落
凶
躍
り
土
地
権
へ

Z
結
合
せ
る
錨
索
は
切
断
さ
れ
、
土
地
所
有
権
は
円
由
経
済
の
榔

か
〈
て
土
地
は
自
由
市
場
へ
投
げ
出
古
品
、
に
至
っ
た
。
斯
(
土
地
が
一
倒
的
商
品
ご
し

流
に
漂
ふ
に
至
つ
花
。

て
取
は
棋
は
る
、
仁
至
れ
る
結
果
、
今
日
の
小
家
族
制
度
に
在
b
て
は
、
土
地
に
謝
す
る
閥
係
は
大
に
弛
成
し
て
ゐ

之
を
其
の
意
の
催
に
自
由
に
随
分
す
る
を
得
る
を
以

τ、
家
族
を
則
底
的
に
若

L
く
ば
経
憐
的
に
鍵
ぎ
合
は
す
可
き
勢
力
は
喪
失
苫
れ

τゐ
る
o

併

L
家
族
制
度
の
懐

て
立
つ
可
き
経
済
的
基
礎
の
動
揺
し
搾
折
す
る
に
至
れ
る
は
、
家
族
制
度
維
持
の
翁
め
に
は
最
も
手
痛
い
打
撃
で

る
Q

各
家
族
は
大
抵
特
有

ω財
産
及
び
土
地
を
布
す
る
も
、

あ
る
。
新
税
務
事
情
に
趨
臆
す
る
新
基
礎
が
確
立
3
る
、
仁
非
F
れ
ば
、
家
族
制
度
の
崩
壊
の
気
迩
は
錦
め
に
愈

々
成
熟
す
る
を
避
け
難
い
で
あ
ら
う
“
家
産
法
の
擁
護
者
た
る
ギ
イ
庁
ゲ
は
日
〈
、
家
産
訟
に
は
者
人
の
法
的
意

織
中
に
於

τ、
雑
馬
訟
の
金
支
配
に
依

τ政
楠
唱
さ
れ
ゲ
る
闘
民
思
怨
、
的
も
附
嵐
物
h
T
件
ふ
家
宅
は
単
な
る
商
品

で
は
な
〈
、
寧
ろ
家
族
生
活
並
に
某
の
経
済
的
倫
理
的
生
活
の
根
祇
を
な
す
家
産
な
b
ピ
の
思
想
が
潜
ん
で
ゐ

る
。
従
て
家
産
訟
は
、

か
、
る
家
宅
を
し
て
、
資
金
の
搾
取
、
疏
辿
並
に
相
鋭
に
よ
る
破
壊
並
に
大
所
布
地
へ
の

品
購
併
を
兎
れ
し
む
る
も
の
で
あ
っ
て
、
意
識
的
又
は
無
意
識
的
に
吾
人
の
闘
民
生
活
中
仁
於
て
、
今
日
迄
存
在
せ

る
法
的
観
念
を
-wH
現
す
ゐ
も
の
で
ゐ
る
ご
。

家
康
制
度
は
阪
に
述
べ
花
る
が
如
〈
、
今
日
迄
の
法
律
仁
も
多
少
認
め
ら
れ
た
る
伽
人
的
生
訴
の
最
小
限
度
を

家
族
的
に
鱗
張
せ

A
正
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
来
依
h
ノ
仁
商
品
化
さ
れ
た
る
土
地
を
一
家
に
結
合
せ
し
め
、
家

一
六
五
)
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家
虚
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族
生
活
仁
財
産
的
基
礎
を
賦
興
す
る
も
の
で
め
る
か
ら
、
比
の
意
義
に
於

τ家
産
制
度
は
家
族
制
度
維
持
策
正
一
耳

ふ
ぺ
き
で
あ
る
。
家
産
治
運
動
の
初
期
に
於
て
は
、
此
の
家
産
制
度
に
よ
っ
て
伺
人
主
義
か
ら
奮
時
の
家
族
制
に

復
錦
せ
ん
ニ

Z
を
要
邸
一
せ
る
も
の
も
ゐ
る
も
・
信
時
の
家
族
制
度
に
於
て
は
家
長
仁
絶
大
の
楢
カ
を
認
め
、
共
の

支
配
の
下
に
一
家
が
共
同
生
活
を
透
h
Lも
の
な
る
が
、
新
制
度
芭

L
て
の
家
産
制
度
に
於
て
は
家
族
各
員
に
荘

分
な
る
権
利
を
認
め
乍
ら
、

枇
品
閉
会
般
の
一
一
刑
制
皿

ωた
め
・
又
家
族
の
利
盆
の
た
め
、
家
長
の
財
産
蕗
分
機
を
多
少

拘
束
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
・
極
細
川
な
る
個
人
主
義
を
緩
和
L
、
他
貨
な
る
小
家
族
制
を
支
持
せ
ん
正
す

る
も
の
ご
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

s
家
産
法
ほ
自
作
農
を
維
持
す
る
に
よ
っ
て
、

家
産
法
に
於
て
は
多
〈
は
、
家
産
設
定
者
は
現
に
家
産
に
居
住
L
、
白
か
ら
之
を
耕
作
経
営
す
ぺ
き
こ

-pf規
定

一
闘
の
農
業
欣
態
を
健
全
な
ら

L
む
る
も
の
で
あ
る
。
諸
闘
の

tτ
ゐ
る
o

帥
も
家
産
訟
の
恩
典
に
治
す
べ
き
者
は
自
作
農
民
で
あ
っ
て
、
他
人
の
伶
剰
労
働
を
搾
取
す
る
地
主

階
級
は
.
之
に
俄
L
得・
3
る
も
の
で
あ
る
。
思
ふ
に
逗
時
の
経
済
的
後
退
は
、
多
数
の
人
々
を
し
て
土
地
所
有
か

ら
分
離
せ
し
む
る
に
至
っ
た
o

今
後
殊
に
著
L
き
土
地
所
有
の
粂
併
分
裂
の
弊
害
を
来
た
す
場
合
に
は
、
土
地
の

品リ配
H
A
び
利
用
を
悲
有
者
の
任
意
に
放
任
す
る
を
得
ぎ
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
土
地
所
有
な
る
も
の
は
、
健
全
な

る
経
済
的
活
動
の
根
祇
正
し
て
の
み
債
依
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
品
川
し
土
地
所
有
に
は
根
本
的
に
異
な
れ
る
こ
楠
類

が
存
す
る
・
』
t
h
T
忘
却
し
て
は
な
ら
な
い
。

T

市

F

F

Z

に
よ
れ
ば
、
経
済
事
は
本
来
甚
ピ
し
〈
異
っ
て
ゐ
る
二
種



類
の
私
有
を
混
同
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
其
一
は
生
産
者
自
身
の
労
働
に
基
(
も
の
で
あ
っ
て
、
他
は
他
人
の
勢

叉
会
〈
其
の
慕
上
に
於

τ
の
み
成

働
搾
取
に
基
〈
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
一
一
営
に
前
者
の
正
一

ι割
た
る
に
止
ら
中
、

育
す
る
も
の
た
る
を
経
梼
学
は
忘
却
し
て
ゐ
た
の
に

t
u
新
〈
土
地
所
有
は
凡
て
の
他

ω生
産
手
段
正
同
時
仁
、

健
全
な
る
経
済
的
活
動
の
松
根
を
な
す
ピ
共
に
、

他
方
土
地
所
有
は
他
人
の
帥
労
働
を
搾
取
す
る
手
段
た

h
得
る
。

不
幸
に
し
て
今
日
の
土
地
所
有
は
大
部
分
、
後
者
の
目
的
に
使
用
さ
れ
τ
b
る
。
否
此
の
搾
取
的
土
地
所
有
は
前

者
た
る
券
働
的
土
地
所
有
を
犠
牲
ご
し

τ繍
張
L
っ
、
ゐ
る
有
品
川
で
ゐ
る
。
従
来
の
立
法
が
此
の
雨
積
の
土
地
所

有
を
同
一
に
取
扱
へ
る
は
根
本
的
の
諜
謬
で
ゐ
る
。
新
な
る
土
地
立
法
は
H

公
正
な
る
得
働
に
謝
す
る
根
祇
を
な
す

土
地
所
有
に
、
其
の
櫨
利
を
賦
奥
し
、
搾
取
的
土
地
所
有
及
び
地
代
獲
得
的
土
地
所
有
を
抑
制
挫
す
べ
き
で
あ
る
。

新
る
事
情
の
下
に
於
て
家
康
法
運
動
は
柚
労
働
的
所
有
に
劃
L
満
足
す
べ
き
法
制
を
見
出
さ
ん
ご
す
る
重
大
な
る
任

務
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

斯
る
理
由
に
基
き
家
産
法
は
自
作
農
地
の
差
押
を
禁
じ
、
其
他
多
少
の
蕗
分
構
を
制
限
し
て
、
自
作
農
地
が
搾

取
的
土
地
所
有
者
に
併
呑
古
る
、
を
阻
止
す
る
も
の
で
は
ゐ
る
が
、
併
し
家
屋
吉
雄
も
一
定
の
僚
件
の
下
に
於
て

は
、
之
を
取
消
し
得
る
を
以
て
、
又
家
産
所
有
者
が
白
か
ら
家
産
に
住
居
し
又
は
之
を
探
替
せ
ま
る
場
合
に
は
家

産
ご
し
て
の
特
構
営
失
ふ
も
の
な
る
を
以

τ、
世
襲
財
産
制
度
に
於
け
る
如
〈
土
地
蕗
分
の
絶
品
割
的
祭
止
に
伴
ム

幾
多
の
弊
害
を
避
付
得
る
。
世
襲
財
産
制
度
の
加
〈
、
所
有
者
が
白
か
ら
土
地
を
極
餐
耕
作
す
る
Z
否
苦
仁
拘

ι

(
第
一
一
世
一
六
七
)

一
大
七

論

議

家
産
制
民
白
制
鉢

第
二
十
二
審
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論

議

家
産
制
皮
由
利
弊

第
二
寸
ニ
を

「
輩
一
一
瞬
一
六
λ

プξ

〆，

?
、
之
を
維
持
せ
ん
正
す
る
は
有
害
で
ゐ
る
。

A

タ
イ
ン
の
一
疋
ふ
如
〈
、
如
何
な
る
農
民
も
其
の
所
有
地
を
絶
叫
到

的
に
失
は
な
い

E
す
る
な
ら
ば
、
救
糖
し
得
J
る
弊
害
を
蔚
す
で
あ
ら
う
。
農
民
階
級
の
斯
る
特
権
は
賞
際
に
於

て
農
業
に
於
げ
る
停
滞
を
促
す
で
あ
ら
う
。
者
L
歳
劣
等
の
農
民
ピ
雄
も
、
彼
が
所
有
せ
る
土
地
を
失
ふ
こ
ど
な

〈
Lτ
、
不
可
侵
的
に
之
に
留
ま

h
、
然
る
に
永
久
的
に
袋
一
見

L
得
F
る
土
地
出
陣
分
鋒
止
に
銭
h
、
勤
勉
な
る
農

民
が
経
務
的
繁
迭
の
必
要
に
肱
守
ん
が
た
め
、
他
人
の
手
巾
に
於
て
喰
問
問
他
に
留
ま
る
土
地
を
買
得
し
得
な
い
な

ら
ば
、
農
業
の
無
秩
序
及
び
怠
慢
を
本
起
す
る
は
明
ら
か
で
あ
る
ご
叫
獅
逸
新
窓
訟
第
一
五
五
僚
が
一
方
に
於
て

は
ほ
産

ω設
定
を
保
障
し
、
他
方
に
於

τは
附
襲
財
産
の
底
止
を
宵
言
せ
る
は
此
的
意
に
外
な
ら
な
い
。

リ
い
以
上
に
一
旦
h
家
産
制
度
が
附
民
総
務
上
必
に
刺
品
目
上
布
す
る
利
鮪
に
就
て
述
ぺ
た
る
が
、
以
下
山
車
産
松
山
知

所
に
就

τ考
察
す
る
で
ゐ
ら
う
。
先
づ
第
一
に
家
産
制
度
に
於
て
は
、
居
家
及
び
一
定

ω
農
地
が
差
押
を
見
除
苫

る
、
結
果
、
健
貨
な
る
債
権
者
は
家
産
設
定
者
に
信
用
を
奥
ふ
る
を
遊
付
、
泊
め
に
農
家

ω
資
金
制
逮
の
途
を
困

縦
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
家
康
制
度
の
擁
護
者
は
、
若
し
農
民
が
土
地
を
抵
常
に
附
L
得
な
い
ざ
す

る
も
、
封
入
信
用
に
依
て
之
を
術
ひ
得
る
も

ω正
解
し
て
ゐ
る
。

シ
ユ
毛
一
フ
!
は
日
〈
、
農
民
を
保
護
す
る
た
め

に
、
第
一
に
錫
す
ぺ
〈
叉
最
も
必
要
な
る
は
、
農
民
自
身
が
居
佐
L
且
つ
耕
作
す
る
土
地
を
し
て
差
押
を
耳
目
れ
(

む
る
こ
正
で
あ
る
o

勿
論
由
之
農
民

ω信
用
基
礎
は
制
限
さ
る
、
で
あ
ら
う
。
叉
相
縦
分
賠
償
並
に
土
地
購
入
に

由
て
畿
生
す
る
負
債
の
可
能
性
を
狭
少
な
ら

L
む
る
で
あ
ら
う
。
併
L
信
用
が
必
要
に

Lτ
健
全
な
る
限
b
、
通

Stein， B'wncrg-ut ¥lnd Hufenrecht. S. 6 
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慌
の
封
入
信
用

ω形
式
を
以

τ奥
へ
ら
る
、
で
ゐ
ら
う
E
o
阪
に
述
べ
た
る
が
如
〈
前
世
紀
山
人
十
年
代
に
於

て
、
欧
洲
西
部
的
農
民
は
甚
だ
し
き
困
窮
に
陥
っ
た
。
併
L
蛍
附
に
於

τは
、
農
民
の
負
伎
は
、
海
外
り
競
争
に

基
い
て
後
生
せ
る
農
業
恐
怖
に
由

τ初
め

τ生
じ
た
も
の
で
は
な
〈
、
寧
ろ
恐
慌
以
前
か
ら
阪
に
後
生
せ
る
も
の

で
ゐ
つ
化
が
、
此
の
恐
慌
に
由
て
主
観
的
に
意
識
古
る
、
に
至
っ
た
も
の
さ
考
へ
ら
れ
た
。
而

L
て
此

ω過
度
負

債
の
原
因
は
、
抵
常
負
債
の
自
由
仁
由
て
超
れ
る
、
牧
4

福
岡
明
格
を
遥
か
に
越
ゆ
る
市
場
債
格
を
以
て
す
る
土
地
の

嫡
入
、
並
仁
共
同
相
縦
人
に
謝
す
る
高
き
相
続
分
の
賠
償
に
存
す
る
も
の
Z
さ
れ
た
。
此
の
隔
日
刊
の
祇
常
負
債
は

農
業
に
迭
も
経
傍
資
本
を
賦
奥
す
る
も
の
で
は
な
(
、
事
ろ
反
封
に
資
本
を
農
業
か
ら
引
扱
く
も
の
で
ゐ
る
己
主

張
さ
れ
た
。
更
に
斯
る
岡
原
因
に
基
(
負
債
ピ
農
業
経
傍
資
本
の
慢
性
的
快
乏
ご
は
箸
接
な
る
関
係
に
立
つ
も
の

な
る
事
が
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
。
卸
も
雨
親
が
死
巴
又
は
隠
迭
に
至
る
ま
で
臨
時
々
高
き
償
格
を
以
て
横
張
せ
ん
ご
努

め
、
又
此
の
目
的
の
た
め
総
て
の
現
金
を
消
費
せ
る
所
有
地
の
相
続
に
際

L
て
は
、

次
の
時
代
が
必
要
ピ
す
る
艇

傍
資
金

ω銚
乏
を
生
せ

L
む
る
o

否
新
時
代
は
雨
親
が
土
捌
購
入
の
た
め
設
定
せ
る
欝
負
債
を
以

τ‘
新
・
家
計
を

開
始
し
、
夏
仁
艇
借
用
具
を
購
入
す
る
た
め
新
な
る
負
債
を
起
き
い
Y

る
を
得
な
い
も
の
ご
き
れ
た
副
賞
時
に
於
て

は
斯
る
過
度
負
債
は
、
農
民

ω抵
賞
負
債
の
自
白
か
ら
後
生
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、
此
の
抵
常
負
債
仁
一
定
の

限
度
を
謀
す
る
が
、
事
ろ
望
ま
し
い
も
の
ピ
さ
れ
た
。
併
し
揚
る
議
論
は
一
面
の
其
理
ゐ
る
も
、
他
面
し
於
て
抵

蛍
信
用
が
農
業
上
に
有
盆
な
る
は
之
を
否
定
す
る
を
得
な
い
。
農
民
は
土
地
の
改
良
、
機
械
の
購
入
に
多
〈
の
資

(
第
一
蹴

第
二
十
二
巷

一
六
九
)

~ 
J、
ブL

叢

家
産
制
度
の
刺
勢

論
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第
二
十
二
審
汁
(
第
一
揖

k 
o 

"命

叢

家
産
制
度
目
剥
蝉

七
O 

金
を
必
要
吉
す
る
。
併
し
乍
ら
家
産
擁
護
者
の
考
ふ
る
如
〈
.
封
入
信
用
は
総
て
此
等
の
要
求
を
充
分
仁
充
た

L

得
る
で
あ
ら
う

hra一)。

(
陸
ご

殊
に
.
へ
イ
-
7
f
は
来
由
如
{
ま
で
一
再
っ
て
ゐ
る
。
良
識
が
合
理
的
に
細
管
す
る
を
躍
す
る
に
至
る
字
、
益
々
多
《
mu

純
密
資
本
を
也
弾
と

す
る
て
あ
ι
5
0
今
日
の
農
民
団
有
設
な
る
家
省
、
高
倒
な
る
農
具
、
槽
械
及
び
人
龍
肥
料
を
品
製
・
と
す
る
。
折
る
制
替
資
本
は
自
作
品
Mm
之
を

必
躍
と
す
る
由

-ohuιr、
小
作
入
も
之
を
必
弾
止
す
る
o

陣
に
英
古
利
の
企
業
小
作
人
は
土
地
抵
抗
信
仰
な
{
L
て
純
密
L
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば

抵
常
信
川
を
制
脱
す
る
も
、
相
棒
資
本
が
附
姐
た
る
臨
り
造
、
も
不
利
な
る
結
果
を
薗
す
も
り
で
は
な
い
色
。

併
し
此
白
議
論
は
飴
p
に
誇
張
的
て
あ
ワ
て
、
英
吉
別
白
如
き
大
胡
都
農
諜
翻
膏
に
就
て
の
み
正
叫
な
る
‘
、

一
般
的
に
云
ふ
を
相
T
る
は
却

諭
で
あ
る
。

家
康
制
度
が
農
民
の
信
用
を
害
し
反
て
彼
等
の
困
胞
を
来
た
せ
る
は
、
過
去
に
於
け
る
家
産
法
貨
施
の
成
総
仁

徴
し
て
明
白
で
め
る
o

従
て
家
産
制
度
が
行
は
れ
る
場
合
に
は
、
帥
世
質
な
る
保
件
を
以
て
充
分
に
封
入
信
用
要
求

を
充
足
せ
し
h
U
ぺ
き
機
曾
を
典
ふ
る
を
要
す
る
。
従
て
謝
入
信
用
を
充
分
に
奥
ふ
る
た
め
、
岡
家
自
健
が
配
肱
す

る
か
、
叉
は
資
金
を
借
入
れ
ん
芭
す
る
人
々
に
必
要
な
る
信
用
を
奥
ふ
る
会
共
的
機
闘
を
必
要
ご
す
る
。
東
に
此

等
の
機
闘
ご
相
侠
て
、
農
民
の
不
幸
を
緩
和
す
る
布
殺
な
る
農
業
保
険
機
閥
を
設
置
す
る
を
要
す
る
。
蓋
し
一
方

に
於
て
家
康
設
定
者
に
到
し
、
差
押
の
禁
止
に
よ
っ
て
信
用
の
源
泉
を
排
除
し
、
他
方
に
於
て
絶
叫
到
的
に
信
用
を

必
要
正
す
る
運
命
の
災
害
に
封
し
て
、
之
、
を
投
槍
せ

Y
る
は
矛
盾
た
る
が
故
で
あ
る
叫
麗
に
家
康
法
が
府
民
施
古
る

、
な
ら
ば
、
農
民
の
針
入
信
用
も
甚
に
し
〈
縮
少
さ
る
、
に
至
る
こ
ご
を
注
意
す
吋
き
で
あ
る
。
農
民
が
越
賞
な

Peyrer， Denkscl1rift. S. 114 
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る
封
入
信
用
を
見
出
す
は
、
債
権
者
が
最
後
の
手
段

Z
L
て
農
民
の
財
産
に
謝
す
る
差
押
権
を
有
す
る
が
柏
崎
め
で

ゐ
る
o

然
る
に
家
産
品
世
仁
よ
っ
て
此
の
償
檎
者
の
確
利
を
奪
ふ
な
ら
ば
如
何
。
恐
ら
(
は
健
質
な
る
債
権
者
は
貸

附
を
差
格
へ
、
不
正
な
る
高
利
貸
の
み
が
践
息
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
o

過
去
の
家
産
制
度
史
は
よ
〈
此
の
事
情

を
示
し
て
ゐ
る
。
勿
論
信
用
組
合
等
の
如
き
る
共
的
な
る
封
入
信
用
機
闘
の
後
遺
は
、
多
少
此
の
快
陥
を
補
ひ
得

る
で
あ
ら
う
。
併
し
信
用
組
合
ご
離
も
、
最
後
の
手
段

t
L
τ
財
産
の
差
押
ぞ
許
吾
れ
ぎ
る
家
康
所
有
者
に
、
充

分
な
る
劃
入
信
用
を
奥
へ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
イ
ヒ
ト

b
F
V
も
云
ふ
如
〈
債
務
者
の
土
地
が
無
制
限
に
保
詮
正
し

て
提
供
き
る
に
依
て
、
英
の
調
入
信
用
を
容
易
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
ヰ
デ
片
ゼ
コ
タ
ィ
チ
の
言
を

引
用
す
れ
ば
、
家
康
法
が
唯
一
の
意
義
正
根
祇
ご
を
有
し
て
ゐ
た
時
代
は
、
既
に
貨
僻
信
用
箇
掛
へ
ご
推
移
し
て

ゐ
る
o

吾
人
の
農
業
生
産
を
合
理
化
せ
し
め
、
集
約
化
せ
し
む
る
に
は
、
農
民
の
致
育
、
企
業
的
精
神

ω後
遺
並

に
多
〈
の
資
本
を
必
要
E
す
る
o

信
用
は
農
業
後
越
の
有
数
な
る
原
動
力
ど
し
て
甚
に
必
要
で
あ
る
。
然
る
に
信

用
正
家
産
ご
は
相
両
立
L
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
て
此
の
法
律
は
般
に
陳
腐
芭
な
れ
る
も
の
に
し
て
、
従
て
之
を

廠
止
す
べ
き
で
あ
る
吉
山
要
之
家
産
制
度
寅
施
の
前
提
正
し
て
は
、
充
分
な
る
封
入
信
用
機
関
ゆ
枇
曾
化
を
必
要

正
す
る
も
の
で
あ
る
。
比
の
前
提
を
快
〈
な
色
ば
家
康
制
度
は
必
然
的
に
農
民
の
困
窮
を
粛
す
で
あ
ら
う
。

町
家
産
制
度
じ
は
任
意
設
定
主
義
三
強
制
中
義
正
が
存
す
る
こ
正
は
、
阪
に
述
べ
た
る
所
な
る
が
、
家
産
訟
を

有
数
に
賞
施
せ
ん
ぜ
す
る
な
ら
ば
、
強
制
的
主
義
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
任
意
的
採
用
仁
於
て
は
農
民
階

論

議

家
産
制
度
の
制
俸

第
二
十
三
容

(
卦
一
一
部
一
七
一
)

ーと
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車市

叢

家
量
制
度
目
利
弊

七

) 

第
二
十
二
告

( 

第

親

七

統
か
ら
詮
意
さ
れ

F
る
践
が
あ
る
o

今
日
記
の
経
験
の
示
す
所
に
よ
れ
ば
、
土
地
所
有
者
は
大
な
る
囚
鵜
な
〈
し

て
は
、
某
の
土
地
彪
分
権
を
紛
少
す
る
を
欲
せ
な
い
も
の
で
あ
る
o
阪
に
温
度
の
負
債
を
有
ず
る
土
地
所
有
者
の

み
が
恐
ら
〈
は
此
の
家
産
法
仁
服
す
る
で
あ
ら
う
。
乍
併
彼
等
に
ご
っ
て
は
阪
に
娩
き
に
失
す
る
o

何
ご
な
れ
ば

沼
郡
産
法
は
湖
及
的
奴
カ
を
有
せ
す
、
従

τ斯
る
土
地
は
従
前
の
負
偵
に
叫
到
し
て
差
押
へ
ら
る
、
か
ら
で
ゐ
る
。
従

て
者
L
家
康
法
の
恩
典
に
裕
司
べ
き
農
民
仁
し

τ、
献
に
1
部
分
負
偵
を
被
れ
る
に
於
て
は
、
山
部
商
法
は
殆
ん
ど

北
(
内
放
カ
な
き
も
の
芭
云
は
ね
ば
な
ら
白
山
任
意
的
設
定
に
於
て
は
農
民
間
級
い
充
分
之
を
利

m-
る
を
欲
せ

す
、
殊
に
家
産
設
定
手
紛
が
煩
雑
な
る
場
合
仁
於

τは
一
一
府
然
h
で
あ
る
o

仰
山
岡
西
に
於
げ
る
家
康
法
的
成
紛
が

面
白
か
ら
g
b
し
も
、
主
正
l
v
I
之
に
山
る
も
の
で
あ
る
。
叉
北
本
山
部
産
法
に
腕
す
る
官
臆
報
告
に
依
る
も
、
多

〈
の
場
合
に
於
て
家
康
法
は
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
百
な
れ
ば
家
産
設
定
内
宣
言
に
は
即
位
記
を
必
要

ご
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
充
分
法
律
に
準
協
し
て
、
必
要
な
る
場
合
仁
一
保
護
を
輿
へ
ら
る
、
に
必
要
な
る
猿
記

を
錯
す
を
怠
る
不
注
意
な
る
人
々
が
極
め

τ多
い
ご
云
ハ
て
ゐ
る
凶

従
て
有
数
に
家
益
法
令
』
施
行
す
る
に
は
強
制
主
義
を
採
ら
ね
ば
な
ら
ね
。
然
る
に
此
の
強
制
主
義
採
加
の
前
提

ご
し
て
は
‘
充
分
な
る
封
入
信
用
機
闘
の
枇
曾
化
を
必
要
正
す
る
は
明
ら
か
で
あ
る
。

6
最
後
に
家
滞
制
度
ピ
農
民
離
村
正
の
閥
係
に
就
て
考
察
す
る
を
要
す
る
。

之
を
以
て
不
健
全
な
る
農
民

ω都
市
集
中
仁
劃
す
る
防
止
策
な
り
己
主
張
し
て
ゐ
る
。
働
関
西
家
殊
法
の
制
定
理

一
般
に
家
産
制
度
心
擁
護
者
は
、

Bllchenbcrgcr， il.. a. O. S. 250 
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由
も
亦
滋
に
在

h
L
こ
正
に
就
て
は
阪
に
述
べ
た
る
所
で
あ
る
。
併
L
家
産
法
を
以

τ農
民
離
村
の
充
分
な
る
防

U
F

ド
ロ
ァ
ア
も
仰
胡
剛
西
家
産
法
提
出
の
一
理
由
た
る
農
民
雌
村
に
就
て
一
五

止
策
ピ
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
ゐ
る
。

ふ
知
〈
、
本
来
離
村
者
は
土
地
を
所
併
せ
ぎ
る
小
作
人
階
級
又
は
農
業
勢
働
者
階
級
か
ら
が
多
い
の
で
あ
る
o

然

る
に
家
産
訟
は
主
ピ

L
て
自
作
農
民
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
家
産
法
の
恩
典
に
治
せ

5
る
小
作
人
又
は

農
業
叫
労
働
は
依
然
正
し

t
郷
曾
へ
正
集
中
す
る
で
あ
ら
う
。
従
て
家
産
法
制
定
に
閲
す
る
政
府
の
農
民
隣
村
の
議

論
は
制
限
3
れ
た
る
範
国
内
に
於

τ妥
常
性
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
言
。

之
を
我
闘
の
府
民
例
に
徴
す
る
も
自
作
農
戸
数
は
.
大
E
十
二
年
度
の
制
査
に
於
て
、

し
て
総
農
家
戸
放
の
一
二

0
・六

O
U刊
に
過
ぎ
な
い
l
u
従

τ似
令
此
の
自
作
農
家

ω全
部
が
家
康
法
に
服
す
る
ピ
し

一
、
六
六
問
、
五
一
六
戸
に

て
も
充
分
な
る
農
民
隣
村

ω針
策
た
る
を
得
ざ
る
や
明
ら
か
で
あ
る
。
真
に
注
意
す
べ
き
は
農
民
離
村

ω
岡
山
凶

が
、
農
村
人
目
的
事
賃
上
の
過
剰
に
基
く
場
合
に
於

τは
、
農
村
人
口

ω
一
部
分
を
都
市
に
移
す
は
、
農
村

ω人

口
過
剰
の
負
婚
を
煙
滅
す
る
所
以
に
し
て
、
農
恭
に
利
用
さ
る
、
土
地
が
養
ひ
得
る
以
上
の
過
剃
人
口
は
、
必
然

他
の
職
業
に
向
ふ
〈
き
じ
あ
る
。
従
て
斯
る
職
業
の
機
品
目
を
地
も
よ
〈
拠
ふ
る
都
市
へ
ご
移
動
す
る
は
必
然
的
原

別
で
あ
る
山
従
て
一
般
的
に
農
村
人
口

ω過
剰
な
る
我
凶
に
於
て
、
山
部
産
泌
を
以
て
殊
夏
農
民
を
悶
合
に
引
留
hu

る
必
要
も
な
か
ら
う
。

(
第
一
拙

一七=一)

七

議

家
産
制
度
自
剥
勢

第
二

1
二
審

諭

R吋 loff，Das franzibiscl・eHeimstattengcseロvorn12. JuJj '909 (Jahrbllch 

fur Gesetzgebung， Verwilllung und Volkswirtscbaft目 1910)S. 1JS 

大正 f二年直司・統;H韮，m
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第
二
十
二
巻

(
第
一
誠
一
七
回
)

論

議

家
住
制
度
の
利
時

七
回

上
過
せ
る
第
二
柑

ω家
産
法
が
在
来
の
自
作
農

ω維
持
を
目
的
正
す
る
に
相
到
し
、
畑
明
地
家
庭
法
-
U
康
大
な
る
自

作
曲
属
創
定
事
業
-
国
内
植
民
)
を
円
的
正

L
、
且
つ
新
仁
創
定
吉
れ
記
る
自
作
農
を
維
持
す
る
a
h

の
な
る
こ
.
と
は
阪

に
越
べ
た
る
所
で
ゐ
る
。
従
て
従
来
の
家
康
法
に
比
し
て
多
少
異
な
れ
る
形
態
を
採
っ
て
ゐ
る
o

特
に
注
意

F
吋

き
は
在
来
の
家
産
法
に
比
し
、

一
唐
家
産
の
底
分
権
を
制
限
し
て
ゐ
る
駄
で
あ
る
。
先
づ
第
一
に
此
の
家
産
法

は
、
家
産
所
有
者
が
家
産
を
副
H
却
又
は
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
家
産
の
交
付
者
が
某
の
先
貿
櫨
を
有
す
る
も
の
で

ゐ
っ
て
、
第
二
に
家
産
所
有
者
が
永
縦
的
に
家
産
に
居
住
せ
争
、
叉
之
を
絞
岨
百
せ
守
、
若

L
f
は
重
大
な
る
経
経
由

の
僻
怠
ゐ
る
場
合
に
は
、
交
付
者
が
家
産
の
返
還
を
要
求
L
得
る
も
の
で
あ
る
。
之
仁
由
て
従
来
の
・
採
産
拡
よ
り

は
、
よ
・
り
よ
〈
土
地
の
濫
用
を
附
仰
ぎ
得
る
で
あ
ら
う
。
ダ
ピ
ッ
ド
は
此
の
家
産
法
を
許

ιτ
日
〈
、
・
減
産
の
形
式

に
由

τ所
有
離
は
大
仁
其
の
濫
用
を
防
止
苫
れ
る
。
此
の
場
合
投
機
的
資
却
は
返
還
請
求
楢
に
依
て
胡
除
苫
れ

る
。
又
此
の
返
還
請
求
権
は
・
移
住
者
が
死
む
に
際

L
τ
相
縞
人
正
し
て
近
親
者
を
有
せ
F
る
場
合
に
於
て
、
思
家

産
が
他
人
の
手
中
に
移
h
従

τ家
産
交
付

ω本
来
の
目
的
を
無
効
な
ら
し
む
る
を
防
止
す
る
で
あ
ら
う
。
会
共
の

繭
利
よ
'
り
し
て
規
定
古
る
、
所
有
機
の
制
限
は
、
他
一
則
移
住
者
に
所
有
地
を
確
保
せ
し
む
る
利
益
を
典
へ
る
o

移

住
者
は
寵
式
の
自
由
所
有
者
よ
h
色
、
趨
に
よ
〈
人
生
の
浮
沈
か
ら
保
護
苫
れ
る
。
彼
は
過
度
負
債
、
高
刺
貸
珠

求
、
破
産
、
所
有
地
の
喪
失
叉
は
此
等
の
原
因
よ
ち
し
て
経
済
的
件
活
を
破
壊
さ
晶
、
ゃ
う
脅
や
か
さ
る
、
こ

Z

は
な
い
。
他
の
隣
人
に
於
て
は
生
活
並
に
活
動
の
根
棋
を
な
す
土
地
が
稿
も
す
れ
ば
経
済
的
災
害
の
胸
中
に
陥
b



日
調
い
も
の
で
あ
る
が
、
家
産
所
有
者
は
渇
に
安
定
的
な
る
土
地
を
足
下
に
有
し
て
ゐ
る
Q

家
産
法
は
所
有
者
が
正

嘗
に
要
求
L
得
る
凡

τを
奥
へ
る
。
彼
が
土
地
に
居
住
L
且
つ
崎
労
働
に
従
事
す
る
限
h
、
何
人
も
彼
か
ら
土
地
を

奪
ム
ケ
得
な
ド
。

ι仰
の
確
貨
な
る
用
盆
擁
は
之
を
子
孫
に
伸
へ
得
品
。
叉
永
続
的
に
企
て
ら
れ
た
る
改
良
は
彼
又

川
副

は
茶
の
子
孫
に
鯨
崩
す
る
ご
。

此
の
家
産
法
ょ
・
9
見
る
正
き
は
、
所
有
機
に
闘
す
る
在
来

ω観
念
が
大
仁
一
段
夏
さ
れ
て
ゐ
る
。
此

ω家
産
誌
の

下
に
於
り
る
所
有
権
は
一
種
の
周
盆
離
に
強
化
せ
る
も
の
で
ゐ
る
。
阪
仁
一
丸
一
九
年
八
月
の
獅
逸
新
憲
法
は
此

の
意
義
仁
於

τ所
有
楢
に
制
限
を
加
へ

τゐ
る
。
同
法
第
一
五
三
僚
に
臼
〈
所
有
艇
は
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
苫
れ

品
。
所
有
権
の
内
容
及
び
其
の
制
限
は
法
律
に
よ
っ
て
費
生
す
る
。
所
有
雄
は
義
務
を
負
ふ
。
所
有
権
の
行
使

は
、
同
時
に
R

公
共
の
最
善
の
た
め
に
せ
ね
ば
な
a
m
H
O

兎
に
第
一
五
五
僚
に
於
て
臼
〈
、
土
地
の
分
配
及
び
利
用

は
・
国
家
が
之
を
監
督
し
、
葉
の
濫
用
を
防
止
し
、
凡
て
の
濁
逸
人
に
健
康
な
る
住
居
を
保
障
し
、
凡

τの
家
族

殊
に
子
供
多
き
家
族
に
、
某
の
需
要
に
通
路
す
る
住
居
家
産
及
び
経
借
家
庭
を
保
障
す
る
や
う
努
む
る
で
あ

ι

-
「
ノ
。

住
居
の
必
要
を
充
た
す
党
め
、
移
住
及
び
開
拓
の
促
進
の
た
め
、
又
は
農
業

ω遜
歩
の
允
め
、
獲
得

す
る
を
要
す
る
所
有
地
は
之
を
徴
牧

L
得
る
。
世
襲
財
産
は
之
を
康
止
す
る
。
土
地
を
耕
作
し
、
之
を
利
則
す
る

こ
正
は
、
土
地
所
有
者
の
公
共
に
劃
す
る
義
務
で
あ
る
。
土
地
に
鋳
働
又
は
資
本
出
費
を
加
へ
宇
し
て
後
生
せ
る

土
地
の
増
便
は
公
共
の
縛
め
利
用
す
べ
き
で
あ
る
ピ
目
新
る
憲
法
に
様

τ保
障
苫
る
、
所
有
権
は
従
来
の
自
由
主

叢

論

家
産
制
度
由
刺
蝉

第
二
十
二
巻

(
第
一
鶴
一
・
七
五
)

七
草
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論

議

家
産
制
度
。
刺
繍

拍
車
二
十
二
容

(第一一蹴

一
k
六
)

t 
〉民主

義
的
経
済
原
則
の
下
に
於
り
る
所
有
櫨
ご
甚
て
し
〈
異
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
土
地
所
有
者
は
白
己
の
土
地
を
日
公

共
の
踊
利

ωた
め
利
用
す
る
義
務
を
負
ふ
も
の
で
あ
る
。

此
の
憲
法
の
精
一
脚
に
基
い

τ後
布
苫
れ
た
る
家
産
訟
に
於
て
は
、
R

公
共
を
代
表
す
る
帝
凶
、
山
岬
合
各
邦
、

1
A
ぴ

地
方
幽
等
が
家
産
所
布
者
り
土
地
利
用
仁
闘
し
、
之
を
監
督
し
、
若
し
所
布
者
に

L
て
濫
加
を
錯
す
場
合
に
は
家

産
の
返
遂
を
要
求
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
右
の
・
米
産
法
に
依
て
創
定
さ
れ
た
る
自
作
農
地
が
、
小
農
地
に
逆
戻
h
す

る
を
防
止
さ
る
、
で
あ
ら
う
。
此
の
家
康
法
が
今
後
如
何
な
る
成
績
を
幕
内
、
る
や
に
就

τは
俄
か
に
断
言
し
得
な

い
1

の
で
あ
る
が
、
此

ω家
産
法
に
於

τも
設
定
以
後
生
じ
た
る
封
入
信
用
に
よ
る
差
押
を
免
除
し
て
白
る
o

而
し

て
他
方
に
於

τ抵
常
負
債
に
も
一
定
の
制
限
を
加
へ
、
・
米
産
の
設
定
袋
用
償
却
の
た
め
、
改
良
の
た
め
、
共
同
相

縞
人
へ
の
相
縦
分
賠
償
の
三
場
合
に
限
っ
て
抵
常
負
債
を
許
し
て
ゐ
る
。
従
て
由
之
北
米
各
州
家
産
法

ω如
〈
封

入
信
用
を
縮
少
し
て
無
制
限
に
封
物
信
用
を
繍
張
す
る
危
険
が
生
母
な
い
で
ゐ
ら
う
o

併
L
野
人
」
伝
川
に
恥
到
す
る

差
押
を
免
除
す
る
結
果
、
農
民
が
血
民
共
、
機
械
及
び
肥
料
等

ω購
入
に
際
し
必
要
な
る
粧
佳
信
用
を
紡
少
5
る
、

に
至
る
危
険
が
あ
る
。
従
て
今
後
充
分
な
る
封
入
信
用
機
関

ω活
動
を
必
要
t
す
る
で
あ
ら
う
。
今
後
に
於
け
る

濁
逸
家
産
法
の
成
敗
は
比

ω貼
に
存
す
る
も
の
ご
云
ふ
ぺ
量
で
あ
る
。

以
上
に
一
旦
て
現
今
諸
国
に
於
て
行
は
る
、
家
産
制
度
が
如
何
な
る
動
機
か
ら
採
用
せ
ら
れ
、
叉
如
何
な
る
成
総

を
邸
中
げ
た
る
や
に
就

τ辿
ぺ
た
o

在
来
の
自
作
曲
属
を
維
持
す
る
方
策
ご
し
て
の
家
産
法
は
比

λω
放
処
は
倫
h
ノ
大
な

も
の
で
は
な
い
。
而
L
て
諸
闘
の
新
制
度
が
失
敗
に
終
れ
る
以
所
の
も
の
は
、
農
民
の
信
用
を
害
し
た
る
己
、
此



の
法
律
が
嵐
(
農
民
に
J
つ
τ利
用
さ
れ
な
か
っ
た
銭
的
ご
で
あ
る
。
今
日
我
闘
に
於
て
は
小
作
問
題
の
根
本
的

解
決
策
正
し
て
、
農
地
の
闘
有
論
が
唱
へ
ら
れ
、
叉
自
作
農
剣
定
事
業

ω普
及
が
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
る
o
艇
に
全
国

一
作
的
自
作
農
制
を
採
則
せ
ん
ざ
す
れ
ば
、
同
剛
一
水
白
か
ら
康
大
な
る
範
凶
に
一
日
る
自
作
農
創
定
事
業
を
行
ぴ
、
地

主
の
土
地
合
徴
牧

L
τ
、
之
を
小
作
人
に
牧
盆
傾
向
情
以
下
を
以
て
交
付
し
、
更
に
濁
逸
に
於
り
る
が
如
、
き
家
庭
制

を
味
川
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ざ
れ
ば
折
角
剣
定
さ
れ
た
る
自
作
農
も
久
し
か
ら
す
し
て
、
又
一
瓦

ω小
作
曲
凪
に
逆

戻
り
し
て
し
ま
ふ
践
が
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
而

L
て
斯
る
意
義
の
家
産
法
を
採
用
す
る
に
し
て
も
、
任
L
A
設
定
主

義
を
以

τす
る
を
得
な
い
w
o

何
ど
な
れ
ば
此
の
主
義
を
以
て
[
て
は
農
民
が
充
分
之
を
利
用
せ

F
る
は
、
過
去
の

歴
史
に
徴
し
て
明
ら
か
な
る
が
伎
で
あ
る
。
従
亡
強
制
主
義
を
採
用
せ
ゴ

ι
を
得
な
い
。
併
し
此
の
意
義
の
家
産

法
を
徹
底
的
に
行
は
ん
に
は
、
少
な
〈
ご
も
獅
逸
の
・
家
康
法
の
如
〈
、
土
地
所
有
権
を
甚
に
し
く
制
限
せ
ね
ば
な

ι肉
。
古
来
の
如
、
さ
緩
和
な
る
家
産
法
を
以
て
し
て
は
充
分
な
る
放
川
端
ぞ
期
し
難
い
。
新
〈
し
て
土
地
所
有
離
に

充
分
な
る
制
限
合
加
ふ
る
場
合
に
於
て
は
、
土
地
所
有
機
は
確
保
さ
れ
た
る
用
盆
機
芯
な
る
で
あ
ら
う
o

然
ら
ば

其
の
結
県
は
土
地
企
図
有

t
L
て
、
農
民
に
封
し

τは
軍
に
自
作
を
錯
す
者
に
限
、
り
、
用
盆
棋
を
賦
山
内
す
る
ご
同

一
の
紡
川
市
じ
肺
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
元
来
土
地
は
生
産
手
段
ご
し
て
特
妹
な
る
性
質
を
有
す
る
も
の
な
れ

ば
、
全
然
無
制
限
な
る
蕗
分
檎
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
。
殊
に
人
口
湖
訟
な
る
醤
閑
闘
に
於
工
は
然
ム
リ
で
わ
る
。

今
後
の
土
地
政
策
は
、
上
地
固
有
か
又
は
全
国
一
体
の
自
作
農
制
を
布
き
之
に
獅
逸
流
の
一
家
康
泌
を
布
〈
炉
、
何

れれ
r
に
向
ふ
で
あ
ら
う
。
勿
論
後
の
方
策
hr
採
る
に
し

τも
其
の
前
提
記
し
て
封
入
信
用
機
関
の
刷
命
日
化
を
悶
る

べ
き
は
言
を
侠
た
ぬ
所
で
あ
る
。
(
完
)
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